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◎　告　示	 　所管課（室）名
　○長崎県水産部関係補助金等交付要綱の一部改正  漁 政 課

長崎県告示第512号の２
　長崎県水産部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第398号）の一部を次のように改正し、令和３年度
の予算に係る補助金等から適用する。
　　令和３年７月13日

長崎県知事　中村　法道　
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

告　　　　　示

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
漁港漁場課関係 漁港漁場課関係
補助金の
名　　称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対 象 経 費 等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金の
名　　称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対 象 経 費 等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～９　略 １～９　略

10 漁場環境
悪化に対
する影響
緩和緊急
対策交付
金

大型外国船沈没
等の想定し得な
い要因による漁
場環境の悪化に
よる影響を緊急
的に緩和するた
め、市町の再生
計画に基づく漁
獲回復又は漁場
改善に資する事
業を支援する。

再生計画に掲載された
漁獲回復又は漁場改善
に資する市町営事業に
要する経費

予算の範
囲内で知
事が別に
定める額

市町
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